
様式第５号（第６条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 周知遺跡有無確認問合 

市の機関名  

及び所管部課名 

橿原市長 

魅力創造部 文化財保存活用課 

個人情報取扱事務名  埋蔵文化財包蔵地確認取扱事務 

利用目的 
 埋蔵文化財包蔵地における開発行為等に関する取扱事項の連絡に

利用。 

記録項目 １氏名 ２住所 ３電話番号 ４問合せ対象地 ５工事等の概要  

記録範囲 
 開発行為や不動産調査を目的とした埋蔵文化財情報についての 

 問合せ者 

収集方法  本人提出の問合せ書、協議書類、電話、メール、FAX 

要配慮個人情報の有無 □ 有  ・  ■ 無 

記録情報の経常的提供先 
―———— 

―———— 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

橿原市 総務部 市民窓口課 情報公開室 

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
―———— 

個人情報ファイルの種別 

□法第６０条第２項第１号 

（電子計算機処理ファイル） ■法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当する

ファイルの有無  

 □有 ・ □無 

備   考 ―———— 

 



様式第５号（第６条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 発掘調査カード 

市の機関名  

及び所管部課名 

橿原市長 

魅力創造部 文化財保存活用課 

個人情報取扱事務名  埋蔵文化財諸申請取扱事務 

利用目的  諸申請手続きおよび現地対応等の記録保存 

記録項目 １ 氏名 ２ 住所 ３ 工事・調査の内容 

記録範囲 
 遺跡や史跡名勝に該当する場所において土木工事や発掘調査を行う

場合等、文化財保護法による申請が必要な者 

収集方法  本人もしくは代理人提出の申請書類 

要配慮個人情報の有無 □ 有  ・  ■ 無 

記録情報の経常的提供先 

奈良県文化財担当部局、独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究

所、奈良県立橿原考古学研究所 

―———— 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

橿原市 総務部 市民窓口課 情報公開室 

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
―———— 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電子計算機処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当する

ファイルの有無  

 ■有 ・ □無 

備   考 ―———— 

 



様式第５号（第６条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 埋蔵文化財申請 

市の機関名  

及び所管部課名 

橿原市長 

魅力創造部 文化財保存活用課 

個人情報取扱事務名  埋蔵文化財諸申請取扱事務 

利用目的  埋蔵文化財発掘届出書等の諸申請の記録保存 

記録項目 １ 氏名 ２ 住所 ３ 工事・調査の内容 

記録範囲 
 遺跡や史跡名勝に該当する場所において土木工事や発掘調査を行う

場合等、文化財保護法による申請が必要な者 

収集方法  本人もしくは代理人提出の申請書類 

要配慮個人情報の有無 □ 有  ・  ■ 無 

記録情報の経常的提供先 

奈良県文化財担当部局、独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究

所、奈良県立橿原考古学研究所 

―———— 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

橿原市 総務部 市民窓口課 情報公開室 

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
―———— 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電子計算機処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当する

ファイルの有無  

 ■有 ・ □無 

備   考 ―———— 

 



様式第５号（第６条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 埋蔵文化財申請県通知書 

市の機関名  

及び所管部課名 

橿原市長 

魅力創造部 文化財保存活用課 

個人情報取扱事務名  埋蔵文化財諸申請取扱事務 

利用目的 
 埋蔵文化財発掘届出書等の諸申請に対する文化庁・奈良県からの

通知書類の記録 

記録項目 １ 氏名 ２ 住所 ３ 工事・調査の内容 

記録範囲 
 遺跡や史跡名勝に該当する場所において土木工事や発掘調査を行う

場合等、文化財保護法による申請が必要な者 

収集方法  本人もしくは代理人提出の申請書類 

要配慮個人情報の有無 □ 有  ・  ■ 無 

記録情報の経常的提供先 

奈良県文化財担当部局、独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究

所、奈良県立橿原考古学研究所 

―———— 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

橿原市 総務部 市民窓口課 情報公開室 

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
―———— 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電子計算機処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当する

ファイルの有無  

 ■有 ・ □無 

備   考 ―———— 

 


